
No. 学校名 住所 要望 対策内容 事業主体

1 片塩小 三和町17（地下道出口周辺）

・車への注意喚起（電柱幕
や道路標示、歩行者の通過
に併せて赤色灯が回る装
置、「飛び出し坊や」など）
・歩行者への注意喚起（看
板、飛び出しを防ぐ柵など）

（市生安）
電柱幕×１済
サイン版×１済
コーン×１済
止まれマーク×１０済

市生活安全課

2 片塩小
昭和町8～旭北町8
（JR線路と交わる通学路）

・高架・空き地に入らないよ
うにしっかりした柵をつけて
ほしい。

JRに依頼し、JRが柵を設置済 JR

3 片塩小 礒野南町６～１～２～３
・ガードレール（もしくはそれ
にかわるもの）の設置をして
ほしい。

（市生安）
電柱幕×３済
サイン版×１済

市生活安全課

4 高田小
日之出東本町3-16
(主要地方道 大和高田斑鳩線)

・注意を促す対策希望 （市生安）電柱幕×２済 市生活安全課

5 高田小
大東町1130-3
(堺大和高田線)

・ガードレール、グリーンベ
ルト等の安全対策希望。

（国道事務所）
大東地区歩道整備事業を実施中

国道事務所

6 高田小 礒野北町（歩道橋）
・滑り止めの補修等の安全
対策希望

（県高田土木）Ｒ５年度、歩道橋補修施工予定 県高田土木

7 土庫小 東雲町１１－４１付近

・歩道と自動車道の分離が
できるように白線を引いてほ
しい。
・カーブミラーを設置してほし
い。

（市生安）
中央線を消して外側線済、グリーンベルト済、横断指
導線済
ミラー設置済

市生活安全課

8 土庫小
東雲町１２付近
(県道50号線)

・安全に歩行するため信号
機を設置してほしい。

（警察）
過去から要望がありますが、水路や店舗があるため、
信号柱を設置できる場所がなく、信号機の設置はでき
ない。
（市生安）
電柱幕を設置済

高田警察

9 土庫小
土庫２丁目２付近
(県道50号線)

・横断するのに時間がかか
ることから、信号機を設置し
てほしい。

（警察）
過去から要望がありますが、水路や田園があるため、
信号柱を設置できる場所がなく、信号機の設置はでき
ない。
（市生安）
サイン板を設置済

高田警察

10 土庫小 松塚９２４付近

・注意を促す看板は設置し
ていただいているが、安全
に歩行するために信号機を
設置してほしい。
・横断歩道のカラー舗装をし
ていただきたい。

（警察）
過去から要望がありますが、現状は一灯式信号機が
設置されています。県内の一灯式信号機については、
今後は、撤去方針となっており、撤去後は一時停止に
切り替えを予定しています（時期未定）。
（市生安）
外側線、矢羽根・コーン等を設置済

高田警察
市生活安全課

11 浮孔小
田井新町11-6付近から
中三倉堂2-5-43付近まで

・用水路を蓋掛けし、歩道を
確保することで、車歩道の
完全分離を行い、児童が安
全に通行できるようにしてほ
しい。（別紙資料あり）

（市生安）
・スクールゾーンに電柱幕を設置済
・用水路にオレンジコーンを設置済
・外側線を修復済

市生活安全課

12 浮孔小 中三倉堂1-6-11付近
・自転車の通行規制をお願
いする

（警察）
公安委員会の交通規制になじまず、通行規制はでき
ない。
（市生安）
電柱幕×４済

高田警察
市生活安全課
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浮孔小
東三倉堂町17,18付近、南今里町
8,9付近
(県道大和高田線)

・信号機の新規設置をお願
いする。新規設置が難しい
ならば、青色パトロールの巡
回数の増及び警察官による
立哨を切にお願いする。
・ドライバーが横断歩道の存
在を遠目からはっきりと認識
できるよう、交差点内の舗装
を茶色からより明るい色に
塗り直してほしい。

（警察）
過去から要望がありますが、水路や住宅があるため、
信号柱を設置できる場所がなく、信号機の設置はでき
ない。
今後、現在の速度規制４０ｋｍを３０ｋｍへの変更を検
討しています（Ｒ５以降）。また、登下校時のパトロール
を強化します。
（県高田土木）
・交差点内の舗装の色は標準色であり、別の着色に
するには望ましくありません。
・交差点内の十字マークの設置予定（R5年度）。また、
南側カーブの路面標示（イメージハンプ）の検討をしま
す。
（市生安）
電柱幕×３済
止まれマーク×４

高田警察
県高田土木

市生活安全課

16 浮孔小
東三倉堂町17,18付近、南今里町
8,9付近
(県道大和高田線)

・早急に道路舗装をお願い
する

（市土木）
市道部分の舗装復旧については、今年度、もしくは来
年度予算で対応できるよう検討。北側部分の水たまり
については民有地であり、了承が得られなければ残る
こととなる。

市土木管理課

17 浮孔小 蔵之宮町18-2付近

・ドライバーが踏切道高田市
第4号から蔵之宮町方面に
入った坂道を減速して運転
することを意識するために、
塗装部分を塗り直し及びグ
リーンベルト塗装をお願いす
る。

（市生安）
塗装の塗り直しは今年度見送り
電柱幕×２済
サイン版×１済

市生活安全課

18 浮孔小
甘田町4-14から
中三倉堂2-12-12まで

・外側線の補修とグリーンベ
ルト塗装をお願いする

（市生安）
下水工事のため外側線等は工事終了後（R5）に予定

市生活安全課

19 浮孔小 中三倉堂2-13-8 ・停止線を新設してほしい
（警察）停止線は引けない。
（市生安）下水工事のため工事終了後（R5）に停止指
導線を予定

高田警察
市生活安全課

20 浮孔小 西三倉堂2-6-13 ・停止線を新設してほしい
（警察）停止線は引けない。
（市生安）停止指導線済

高田警察
市生活安全課

21 浮孔小
中三倉堂2-9－１０
（新池を囲むフェンス）

・早急に全面張替えまたは
補修を行ってほしい

三倉堂新池の管理者は、地元水利組合のため、地元
が補修（来年度以降）。その際、材料費の一部を市農
業振興課耕地係が補助。

地元水利組合

22 磐園小 大字池尻242-7付近

・車の運転手にスピードダウ
ンしてもらえるように、「学童
注意」等の路面標示をお願
いしたい

（市生安）
「学童注意」路面表示済

市生活安全課

23 磐園小 大字神楽299-6付近道路
・「スピード減速」「学童注意」
等の看板か、路面標示を設
置してほしい

（市生安）電柱幕×２済 市生活安全課

24 磐園小
築山
（国道１６５号線、築山東交差点か
ら北東へ進む道路）

・「スピード落とせ」の表示
等、減速を促す表示をどちら
の方向から車に対してもお
願いしたい

（市生安）電柱幕×３済 市生活安全課

25 磐園小 築山（コープなんごう付近）

・「通学路注意」の看板の設
置や横断歩道の横に「通学
路注意」の路面標示をお願
いしたい

（市生安）
　　「学童注意」路面表示済

市生活安全課

26 陵西小
池田付近
（名倉北池の北にある領家山古墳
北へ続く道路）

・グリーンベルトを設置して
いただきたい

（市生安）
下が悪くグリーンは難しい、電柱幕×1を設置済

市生活安全課

27 菅原小 吉井９４　葛城川沿い

・ポールのさらなる増設また
は、フェンスもしくはガード
レールの設置
・減速や通学路の表記（キッ
ズゾーン）
・南北道路の侵入の時間制
限指定

（警察）
幅員が狭い道路が多い地域であるため、通行規制を
行うと、通行車両は周辺の狭い道路に分散し、別の危
険が生じる危険性が高いと判断し規制はできない。
（市生安）
コーン設置済（ガードレール設置はできない）

高田警察
市生活安全課



28 菅原小 旧ＪＡ天満支店付近北側

・路側帯の白線を更新と、緑
で塗装
・登下校時刻に見回りやパト
カー等巡視

（警察）登下校時のパトロールを強化します。
（市生安）
白線は必要なし、グリーンベルトは難しい、電柱幕×2
を設置済

高田警察
市生活安全課

29 菅原小 吉井　葛城川沿い

・東西の道のパトカー等での
定期的な巡回
・看板や白線等で注意喚起
できるもの増設
・キッズゾーンのガードレー
ルの設置
・除草作業の定期的な実施

（警察）登下校時のパトロールを強化します。
（県高田土木）
・ガードレールについては、河川の管理のための通路
であることから設置できません。
・除草については、河川の維持管理として繁茂する時
期に実施しております。
（市生安）電柱幕×４済、立看板×１済、サイン版×１
済

高田警察
県高田土木

市生活安全課

30 菅原小 西坊城　葛城川沿い平沼尞付近
・ガードレールの設置
・川へ立ち入らない等の看
板の設置

（県高田土木）
・ガードレールについては河川の管理のための通路で
あることから設置できません。
・河川への立ち入らない為の注意喚起看板設置いつ
いて検討します。

県高田土木

31 菅原小 出３０９付近
・グリーンベルトによる歩道
の確保
・交差点のカラー化

（県高田土木）
・グリーンベルトについては、市道とも一体的に実施で
きるのであれば、検討します。
・交差点のカラー化は検討します。

県高田土木

32 菅原小 根成柿公民館付近道路 ・グリーンベルトの設置
（市生安）道路幅がなくグリーンベルトは引けない
　　　　　電柱幕×２を設置済

市生活安全課

33 菅原小 吉井５２付近

・グリーンベルトの設置
・カーブミラーの設置
・用水路落下防止のための
柵の設置

（市生安）
転落防止柵・外側線・グリーンベルト・ミラーを設置済

市生活安全課

34 菅原小 吉井～根成柿　葛城川沿
・堤防沿いの雑草の草刈り。
木々等の伐採（桜の木を除
く。）

（県高田土木）
・除草については、河川の維持管理として繁茂する時
期に実施しております。次の除草時期に110番の家が
見えやすくなるよう枝払いをします。

県高田土木

35
浮孔西

小
曽大根２丁目5

・赤のポールをもう一本設置
してほしい

（市生安）コーン設置済 市生活安全課

36
浮孔西

小
東中２丁目2～３ ・フェンスや柵の補修

（市土木）柵修繕のため調査を実施
（総代）地域総代が市都市計画に依頼し公園フェンス
の傾きを修繕済（通学する児童に危険はない）

市土木管理課
地元総代

37
浮孔西

小
曽大根1丁目5

・減速や注意を促す看板等
を希望

（市生安）電柱幕×２済 市生活安全課

38
浮孔西

小
曽大根１丁目19～20
(高田ﾊﾞｲﾊﾟｽ下付近)

・バイパス下付近に街灯を
設置してほしい。
・カーブミラーや標識（とま
れ）等を設置してほしい。

（警察）自転車の一時停止はできない。
（国道事務所）
・道路照明として設置が必要な箇所には既に設置済
みのため、新たに設置できない。
・ドライバー、歩行者の視認性が確保されているため、
カーブミラーを設置することはできない。
（市生安）ミラーを設置済

高田警察
国道事務所

市生活安全課

39
浮孔西

小
曽大根１丁目２０跨線橋

・大規模な橋の修繕や補修
をお願いしたい。

補修が必要かどうか点検を実施予定。
教育委員会

市土木管理課
JR

40
浮孔西

小
曽大根２丁目１２

①ガードレールの補強又は
修繕
②ガードレールの高さを上
げる。

（市土木）
①足元が大きく空いている部分についてはR５年度で
対応実施できるよう検討。
②ガードレールの高さを上げる部分については来年度
以降で対応できるように検討。

市土木管理課

41
浮孔西

小
曽大根570～578付近道路

・外側線、グリーンベルトの
設置等

（市生安）
外側線・グリーンベルトは難しい。電柱幕×１を設置済
横断指導線、外側線を設置済

市生活安全課

42
浮孔西

小
曽大根南橋～曽大根250方面へ走
る道路

・横断歩道の設置

（警察）
カーブの直近であることや歩行者溜まりがないため、
横断歩道の設置はできない。
（市生安）
電柱幕×１済。横断指導線を設置済

高田警察
市生活安全課

43
浮孔西

小
曽大根１丁目２０跨線橋

・転落防止策として柵等を設
置してほしい。

（市生安）
柵を設置済

市生活安全課



44 片塩中
勝目　堤防
(サイクリングロード)

・数年要望しているので、是
非とも街灯を設置して頂きた
い

（市生安）
街灯設置済

市生活安全課

45 片塩中 出　バイパス下からの道
・草刈り、カーブミラー、街灯
の設置をお願いしたい

（国道事務所）
・草刈り済
・市や自治会等でカーブミラーや防犯灯を設置される
場合は個別にご相談願います。
・路面標示（学童注意）の設置などを道路管理者（県
道もしくは市道）と検討。
・道路照明として設置が必要な箇所には既に設置済
みのため、新たに設置できない。
（県高田土木）
・草刈り済
・当該箇所は河川管理用通路であり、街灯は河川管
理上不要のため設置できません。
（市生安）
ミラー設置済

国道事務所
県高田土木

46 片塩中 曽大根　バイパス下
・カーブミラーなどの設置を
願いたい

（国道事務所）
・ドライバー、歩行者の視認性が確保されているため、
カーブミラーを設置することはできない。
（市生安）
ミラー設置済

国道事務所

47 片塩中
曽大根１丁目
(JR踏切付近)

・安全確保のため、カーブミ
ラーの設置を願いたい

（市生安）ミラー設置済 市生活安全課

48 片塩中
曽大根１丁目
(JR跨線橋)

・抜本的な補修を願います 補修が必要かどうか点検を実施予定。
教育委員会

市土木管理課
JR

49 片塩中 今里町　R２４

・できれば押しボタン式信号
機の設置を願いたい。
・無理な場合でも、歩行者へ
の注意喚起を促す表示を設
置願いたい。

（警察）
交通量の多い主要幹線上に連続して信号機の設置は
できない。
（市生安）
立看板×１済、電柱幕×２済

高田警察
市生活安全課

50 片塩中
田井新町
(高田市第２号踏切)

・歩道の整備、塗装のやり替
え、踏切の拡幅などを願い
たい。

（市生安）
電柱幕×１済

市生活安全課

51 片塩中
中三倉堂
(浮孔小学校北側)

・白線の引き直し、規制区間
の徹底を願いたい

（警察）
定期的な取り締まりを行う。
（市生安）
規制電柱幕×２設置済
外側線補修済

高田警察
市生活安全課

52 片塩中
西三倉堂１丁目
(白井梅花堂前)

・歩道の整備。
・それが土地の形状的にも
無理な場合は、白線等の引
き直し、看板の交換等で対
応願いたい。

（市生安）
下水工事後、外側線等復旧（R5）
電柱幕×２、看板×１交換済

市生活安全課

53 片塩中 南陽町　コーポ付近

・街灯の設置が、防犯上も、
交通安全上も対策となり得
る。
・それ以外でも、路側帯のカ
ラー舗装や電柱幕等で、一
定の啓発効果が計られるの
で、対策を願いたい。

（市生安）
電柱幕×１済

市生活安全課

54 片塩中
大字曽大根
(常徳寺付近)

・カーブミラーの設置を願い
たい

（市生安）
ミラー設置済

市生活安全課

55
高田西

中

大谷３４２
（コンビニ前～築山駅）
国道１６５号線

・それぞれの塗装の塗りな
おし

（国道事務所）
カラー舗装及びイメージハンプ（立体に見える区画線）
の塗り直しを検討。

国道事務所

56
高田西

中
池田３３０番地
（学校前通学路）

・歩道の拡張
・歩車分離のためのガード
ポールの設置

（市生安）
歩道拡張、ガードポール無理
電柱幕×３設置済

市生活安全課

57
高田商
業高校

材木町８－３付近
（新池の北の道路）

・車線
・速度制限の表示

（警察）
速度規制はできない。
（市生安）
外側線済・グリーンベルト済

高田警察
市生活安全課



58
高田商
業高校

材木町８－３付近
（市民グラウンドの北の道路）

・川（水路）の上に歩道を設
置してほしい。すぐにそれが
できないなら、一旦、外側線
を引き、グリーンベルトを設
置し歩道と車道の境を設け
てほしい。

（市生安）
外側線済
グリーンは見送り

市生活安全課

59
高田商
業高校

材木町８－３付近
（葛城川沿い）

・道の両側の草を取り除い
てほしい。
・外灯の設置をお願いした
い。

（県高田土木）
・除草については、河川の維持管理及び自転車道の
道路の維持管理として繁茂する時期に実施しておりま
す。
・当該箇所は河川管理用通路であり、街灯は河川管
理上不要のため設置できません。

県高田土木

60
高田商
業高校

材木町８－３付近
（新池の南）

・ガードレールを取り除き、も
う少し道幅を広くしてほし
い。

（市生安）
土庫水利組合が管理する池との境界であり、ガード
レールは池側の施設である。道路と池との境界は確
定していないが、これ以上の道路拡張は困難である。
反対の溝を埋めるべきだが、学校の敷地であり、今後
対応を検討する必要がある。

市生活安全課




